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給付対象
　・新たに令和６年度から住民税均等割非課税となった世帯
　・新たに令和６年度から住民税均等割のみ課税となった世帯
給付額　１世帯あたり１０万円
手続き　対象世帯には、６月下旬以降、順次お知らせを発送します。
　詳しくは、広報７月号または市ホームページをご覧ください。
　なお、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金（調整給付）
については、決まり次第お知らせします。

後期高齢者医療保険料の改定

介護保険についてのお知らせ

　後期高齢者医療保険料は、２年ごとに見直しされています。令和６
年度から、次のとおり改定されましたので、お知らせします。

　介護保険制度は介護が必要な状態にある高齢者とその家族を社会全体で支える社会保険制度です。

問国保年金課☎線８３４
　埼玉県後期高齢者医療広域連合☎０４８－８３３－３１２０

問長寿介護課①について☎線４４３、②について☎線８４９

介護保険料の改正
　令和６年度から令和８年度までを第９期介護保険料として、介護
保険料第１段階から第１３段階の保険料負担割合を国基準と同様に
しています。住民税非課税の方（第１段階から第３段階）の介護保
険料は公費による低所得者の負担軽減が実施されています。

介護保険料の納め方
年金が年額１８万円未満の場合…納付書や口座振替で納めます（普
通徴収）。
・�市から納付書を送付しますので取扱金融機関などで納めてくだ
さい。また、外出が難しい方などは、口座振替が便利です。詳
しくは、お問い合わせください。

年金が年額１８万円以上の場合…年金から天引きされます（特別徴
収）。
・保険料の年額が、年金の支払月の年６回に分けて天引きされます。
・�特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める必要がある場合が
あります。

介護保険料を滞納すると
　特別な事情もなく介護保険料を納めずにいると、滞納期間に応
じて、利用したサービス費用の自己負担割合が３割または４割に引
き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス
費などが受けられなくなります。介護保険料は納期限までに納め
ましょう。

介護保険のしくみ
　介護保険は、国・県・市が負
担する「公費」と、皆さんが納
める「介護保険料」を財源とし
て運営しています。
　介護が必要になってもできる
限り自宅で自立した生活ができ
るよう、サービスを受けられる
しくみを目指しています。

八潮市で必要な
介護サービスの

総費用

八潮市に住む
６5歳以上の
方の人数

八潮市の
保険料の基準額
６9,9６0円
（年額）

６5歳以上の
方の

負担分２3％
× ÷ =

６５歳以上の方の介護保険料の算定の方法
　６５歳以上の方の介護保険料は、介護サービス費用がまかなえる
ように算出された「基準額」をもとに決まります。

　市では、「基準額」をもとに、本人と世帯の住民税の課税状況や
所得に応じた負担になるように、１３段階に分けて設定しています。
※災害などの特別な事情がある場合は、保険料が減免される可能
性がありますので、事前に電話でご相談ください。

要介護認定の流れ
対象者　６５歳以上の方または４０歳から６４歳までの方で特定の病気により
介護や支援が必要な状態となった方
申請
長寿介護課へ（地域包括支援センター、ケアマネジャーなどの代行も可能）

⬇
認定調査
市の調査員が自宅へ訪問し、心身の
状態などについての聞き取り調査 ＋

医師の意見書
市からの依頼により主治医が
意見書を作成

⬇
介護認定審査会
認定調査と医師の意見書をもとに、医療・介護・福祉の専門家が審査を行い、
介護支援の必要の有無や、必要な度合い（要介護度）を判定

サービス利用の流れ（要介護認定後）
要介護１～5と認定された方
居宅介護支援事業者に連絡
し、ケアマネジャーにケアプ
ランの作成を依頼

要支援１・2と認定された方
担当する地域包括支援セン
ターに連絡し、介護予防ケア
プランの作成を依頼

※ケアプランとは、介護サービスの種類や内容を決めた計画書のこと

⬇
サービスの利用
サービス内容を決定後、サービス事業者と契約を行い、ケアプ
ランに基づいてサービスを利用
※サービスを利用した際には、原則として利用料の１~３割は自
己負担となります。また、１～３割の自己負担で利用できる金額
には上限（限度額）があります。

保険料	
年間保険料（上限） ７３万円
均等割額 ４５,９３０円
所得割率 ９.０３%
※令和６年度中に７５歳になり加
入される方は上限８０万円
※基礎控除後の総所得金額等
が５８万円（年金収入2１１万円相
当）以下の方は、令和６年度に限
り、所得割率８.４2％

均等割額の軽減
　保険料率の改定に伴い、次の
とおり均等割額の軽減額も変
更になります。
軽減割合 軽減後の均等割額
７割軽減 １３,７００円/年
５割軽減 22,９６０円/年
2割軽減 ３６,７４０円/年

　介護が必要になった方は、介護サービスを利用することができます。なお、介護サービスの利用には、要介護認定を受ける必要があ
ります。

②介護サービス利用の案内

①介護保険制度のお知らせ

物価高騰対応重点支援給付金
　物価高による負担を緩和するため「物価高騰対応重点支援給付金」
を給付します。 問社会福祉課☎線８01

給付金に関するお問い合わせは、臨時給付金コールセンターへ
☎０５０－３５０２－９１１５


